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公共サービスを民間委託する場合の留意事項

公共サービスの民間委託について

○ 「⼿引き」 等を参考に、以下の事項等に
留意する必要
１．請負（委託）契約締結時
・ ⺠間事業者が独⽴して完了することができる
業務を委託すること

・ 委託する業務の範囲を明確化すること

２．業務遂⾏時
・ 地⽅公共団体は、⺠間事業者の労働者に対
して、業務の遂⾏・労働時間等に関する指⽰
等を⾏わないこと

○ 「⼿引き」のモデルを参考にすることが有益
（例）窓⼝業務の⺠間委託については、右図のと

おり業務フローの例が記載されている
（出所） 「地方公共団体の適正な請負（委託）事業推進のための手引き」

（内閣府 公共サービス改革推進室）

 

 

（地方公共団体の窓口業務を適切な管理下で民間委託する際の業務フローの例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住  民 

交付決定等の

『判断』 

＜公務員が実施すべき業務＞ 

・受付 

・書類の形式的確認

＜民間委託可能＞ 

・書類の作成 

（端末の入出力操作） 

＜民間委託可能＞ 

・引渡し 

・手数料の徴収・収納事務 

＜民間委託可能＞ 

申請 受け取り 



労働契約と指揮命令について

公共サービスの民間委託について

※ 職業安定法の規定により、労働者供給事業は原則禁止されている。

○ 労働契約関係と指揮命令関係は⼀致することが基本
１．直接雇⽤する労働者に対して指揮命令を⾏い業務を遂⾏
２．請負契約（その他契約の名⽬によらない）により、請負事業主がその労働者を指揮命令して業務を完了する

○ 労働契約関係にない労働者に指揮命令を⾏うには、労働者派遣法に基づく労働者派遣とする必要
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